
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高騰に対
する特別加算

物価高騰対応生活者支援
対策事業

①食料品等の物価高騰の影響を受けている町民の家計負担軽減を目的として、全町民を対象
に、町内店舗で食料品等の購入に使用できる商品券を配布することで、地域消費を喚起し町内
事業者を応援するとともに、町民生活の支援を図る。
②商品券発行に係る経費（需用費、役務費、委託料、補助金）
③補助金：商品券精算金　60,000,000円
　　　　　　　10,000円×16,700人＝167,000,000円のうち、R7年度見込み額。残額分は、本省繰越
をしてR8年度に実施。
　需用費：消耗品費　120,000円
　　　　　　　印刷製本費　365,000円
　役務費：郵便料・新聞折込手数料　71,000円
　委託料：電算処理業務　1,300,000円
　　　　　　商品券等作製業務　3,640,000円
　　　　　　商品券発送業務　   6,600,000円
　　　　　　管理運営業務　　　12,742,000円
　使用料：PCソフトライセンス使用料　36,000円
④基準日に住民登録のある全町民

R8.1 R8.8

2
⑥農林水産業における物
価高騰対策支援

農業関連物価高騰緊急対
策事業

①エネルギー価格の高騰により農業者等が管理する施設の維持管理費が増大し、農業者等の
負担が増え、農業経営を圧迫していることから、農業者等へ施設にかかる電気料金上昇分、燃
油等の購入、飼料価格上昇分に関する経費の一部を助成し、農業者等に転嫁される急激なコ
スト増大の抑制、安定的な農業振興を図る。
②助成金（農業用水利施設（揚水機等）で使用した電気使用量上昇分、施設園芸に使用した燃
料等購入分・電気使用料金の上昇分、飼料価格高騰対策として畜産農家への助成）
③
・農業用水利施設電気料金助成：15団体、1,500千円（見込み）
・施設園芸燃料等購入助成金：30名、3,000千円（見込み）
・飼料価格高騰対策事業助成金：13名、3,500千円（見込み）
④
・農業用水利施設電気料金助成：3名以上で構成される農業団体（土地改良区等は除く）が運営
する水施設で使用した電気料金の上昇分（過去比較）の2分の1を助成
・施設園芸燃料等購入助成金：町内農業者が運営する施設園芸の加温設備に使用した重油等
1ℓあたり10円、電気料金の上昇分（過去比較）の2分の1を助成
・飼料価格高騰対策事業助成金：町内畜産農家の飼料価格上昇分に要する経費として、飼養
する頭数あたり1,000円～5,000円（種類による）の助成
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3
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育
て世帯支援

矢吹町学校給食費物価高
騰対策支援事業

①食料品価格等の物価高騰に伴う学校給食費の上昇を抑え、保護者の経済的負担の軽減及
び学校給食の安定した提供を図ることにより、子どもたちの栄養量の確保と安心安全の給食提
供を継続させる。
②学校給食費助成金（教職員分を除いた食材購入費の高騰分）
③小学校30円×180食×850人=4,590,000円
　　中学校40円×170食×440人=2,992,000円
　　合計　7,582,000円
④町内の小中学校（5校）

R7.4 R8.3

4
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育
て世帯支援

矢吹町教育・保育施設等
原油価格・物価高騰対策
事業（保育園）

①原油価格・物価高騰の影響を受けている町内保育施設等に対し、保育人数に応じた支援を
実施し、保護者負担を軽減するとともに、継続的・安定的に子どもたちに幼児教育保育を提供で
きるようにする。
②助成金
③対象人数340人×5,000円＝1,700,000円
④町内の小規模保育施設、保育園、認定こども園

R7.4 R8.3

5
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育
て世帯支援

矢吹町教育・保育施設等
原油価格・物価高騰対策
事業（幼稚園）

①原油価格・物価高騰の影響を受けている町内幼稚園に対し、給食費の上昇分を支援し、保護
者負担を軽減するとともに、継続的・安定的に子どもたちに幼児教育保育を提供できるようにす
る。
②助成金（教職員分を除いた食材購入費の高騰分）
③対象人数172人×160日×20円＝550,400円
④町内の町立幼稚園

R7.4 R8.3

6
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育
て世帯支援

物価高騰対策矢吹っ子応
援事業

①物価高騰等の影響を受ける子育て世帯を支援するため、子供を出産した世帯に出産祝い金
を支給し住民生活の支援を図る。
②報償費
③出産祝金（第2子）100千円×30人、（第3子以降）200千円×15人
④子どもを出産した世帯
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⑨推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す
る地方単独事業

学校施設光熱費高騰対策
事業

①エネルギー価格の高騰により影響を受けている町内小・中学校において、冷暖房やタブレット
等の電子機器の使用を制限することなく、児童・生徒にとって適切な学習環境を確保する。
②町内小中学校の電気料金（電気料高騰前のＲ３と比較した増加相当分）
　　（R7）29円－（R3）19円＝10円/ｋWh
③各施設電気料の高騰分
　　小学校（４校）
　　　使用量540,000ｋＷｈ×10円＝5,400千円
　　中学校（１校）
　　　使用量290,000ｋＷｈ×10円＝2,900千円
④町内の小中学校（5校）

R7.4 R8.3

8
⑨推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す
る地方単独事業

社会教育施設光熱費高騰
対策事業

①エネルギー価格の影響を受ける社会教育施設の光熱費高騰分に充当することで、利用料金
等の価格転嫁を抑え利用者の負担を軽減する。
②電気料金（電気料高騰前のＲ３と比較した増加相当分）
　　（R7）29円－（R3）19円＝10円/ｋWh
③各施設電気料の高騰分
　　文化センター
　　　使用量177,000ｋＷｈ×10円＝1,770千円
　　複合施設（KOKOTTO）
　　　使用量214,000ｋＷｈ×10円＝2,140千円
④矢吹町文化センター、矢吹町複合施設

R7.4 R8.3

9
③消費下支え等を通じた
生活者支援

物価高騰対応公共交通事
業

①高齢のため免許を返納した方や運転に不安のある方が、病院や商店等への移動手段として
タクシーを利用した際の費用の一部を負担することで、物価高騰下における高齢者の生活を支
援する。
②委託料（町内のタクシー業者に委託し、毎月の利用実績に応じて支払い）。１人あたりの利用
限度額は、１回あたり500円を超えた額とし、１月あたり10回を上限とする。
③対象者数（町内の70歳以上の者：約4,000名）×（免許非保有率の全国統計値30％）＝約
1,200名。上記対象者の1/4が、月に2回程度、約1,500円分の乗車をした場合を平均値として想
定。
300名×（1,500円－500円）×２回×11カ月＝6,600,000円
④町内に住所を有する70歳以上の者

R7.4 R8.3
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10
③消費下支え等を通じた
生活者支援

物価高騰対策介護激励金
支給事業

①要介護４または５の認定を受けており、かつ在宅で介護を受けている非課税世帯に対して激
励金を支給し、介護にかかる日用品の物価高騰の影響を緩和することを目的とする。
②激励金（助成金）
③3万円/世帯×40名＝1,200,000円
④要介護４または５の認定を受けており、６ヶ月以上在宅（サービス付き高齢者向け住宅及びグ
ループホームは含まない）で介護を受けている住民税非課税世帯

R7.10 R8.3
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⑨推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す
る地方単独事業

健康センター光熱費高騰
対策事業

①物価高騰の影響を受けている、直接住民の利用に供する公の施設である矢吹町健康セン
ター（矢吹町あゆり温泉及び矢吹町温水プール）の光熱費（高騰分）の支援を行うことにより、利
用者への価格転嫁を防ぐとともに、施設が住民に提供するサービス等を維持するもの。
②指定管理料のうち光熱費の高騰相当分
③電気料金　　高騰分10円/ｋＷｈ×使用量600,000ｋＷｈ＝6,000千円、
　 燃料代　　　高騰分23円/ℓ×使用量55,000ℓ＝1,265千円
④矢吹町健康センター（あゆり温泉及び温水プール）

R7.4 R8.3


